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               船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗船者死亡 

発生日時 不明（平成２５年３月３１日（日） ０８時１３分ごろ～２３時０６

分の間） 

発生場所 不明（沖縄県名護
な ご

市運天
うんてん

港屋我
や が

地区沖の岩場～名護市奥武
お う

島２９ｍ三

角頂西北西方沖の間） 

事故調査の経過  平成２５年５月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての操縦者及び同乗者からの意見聴取は、両人が本

事故で死亡したため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ミニボート （船名なし） 

 なし、個人所有 

 ２.９８ｍ×１.１１ｍ×０.４２ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１.４７kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ６１歳 

 操縦免許なし 

同乗者 男性 ５９才 

 死傷者等 死亡 ２人（操縦者及び同乗者） 

 損傷 船外機が濡損 

 事故の経過  本船は、操縦者が乗り組み、同乗者を乗せ、クロダイ釣り大会のた

め、運天港屋我地区を出港して沖の岩場に向かった。 

同乗者の家族は、平成２５年３月３０日２２時００分ごろ、同乗者

に携帯電話で釣果を聞き、釣れたとの返事をもらった。 

同乗者は、３１日０８時１３分ごろ運天港屋我地区沖の岩場におい

て、親族に電話で天候のことを聞いた。その後、１２時００分ごろ同

乗者の家族は、天候が悪くなったので、同乗者に電話をしたが、電話

がつながらなかった。 

同乗者の家族は、１７時００分ごろ釣具店店長に電話してクロダイ

の計測に来ていないかを聞いたが、来ていないことが分かり、１９時

００分ごろ操縦者の家族と共に釣具店に行き、店長と相談した。 

店長は、名護市の最寄りの釣具店に電話を入れ、運天港屋我地区の

突堤付近で２人が乗って来た車を見付けてもらい、海から帰ってない

と分かり、捜索に行くこととなり、名護市に向かう途中、２１時１７
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分ごろ１１８番へ本事故発生の通報を行い、救助を要請した。 

本船は、捜索中の海上保安庁により、２３時０６分に運天港屋我地

区沖（名護市奥武島２９ｍ三角頂から真方位２８２°１.２海里付

近）において、沈んだ状態で発見され、また、操縦者は４月１日０８

時３２分に本船沈没地点から西方１,３００ｍで、同乗者は１０時２

７分に本船沈没地点から南東方４００ｍで、それぞれ発見された。 

検死の結果、２人は溺死であり、死亡推定時刻は３１日の朝であっ

た。       

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海面水温 約２２℃ 

名護市には、３月３１日０８時０３分に大雨注意報、雷注意報、強

風注意報、波浪注意報（有義波高２.５ｍ）及び洪水注意報が発表さ

れていた。 

 その他の事項 

 

 操縦者及び同乗者は、釣具店の釣りクラブに加入し、操縦者が当ク

ラブの会長を、同乗者が副会長をそれぞれ３０年ほどしていた。 

釣りクラブは、１月～３月の３か月の間にクロダイ釣り大会を行っ

ており、３１日は最終日であった。 

本船は、操縦者等が平成２２年ごろ手作りしていた。 

 操縦者及び同乗者は、発見時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 操縦者及び同乗者は、溺死した。 

本船は、運天港屋我地区沖において、クロダイ釣り大会に参加して

いた際、同乗者が３１日０８時１３分ごろ電話で天候のことを親族に

聞いた後、２３時０６分海上保安庁に沈没した状態で発見され、その

後、操縦者及び同乗者が発見されて溺死していたことから、この間に

おいて、操縦者及び同乗者が落水したものと考えられるが、落水した

状況を明らかにすることはできなかった。 

操縦者及び同乗者は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水

に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、運天港屋我地区沖において、クロダイ釣り大会

に参加していた際、同乗者が電話で天候のことを親族に聞いた後、操

縦者及び同乗者が落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 ・荒天になることが予想できた場合は、釣りをやめること。 

 


